
案
要
綱

自
衛
隊
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

一

隊
員
と
し
て
勤
務
し
た
実
績
が
あ
る
者
で
、
任
命
権
者
の
要
請
に
よ
り
一
般
職
国
家
公
務
員
等
と
し
て
在
職
し
た
後
、
引

定
年
前
再
任
用
さ
れ
た
隊
員
の
う
ち
、
退
職
日
の
翌
日
に
採
用
さ
れ
た
も
の
を

き
続
き
隊
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の
及
び

条
件
付
採
用
の
適
用
除
外
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
十
四
条
の
二
関
係
）

二

定
年
前
再
任
用
を
行
う
に
当
た
り
、
定
年
前
再
任
用
を
希
望
す
る
者
に
明
示
す
べ
き
事
項
、
定
年
前
再
任
用
の
選
考
に
用

い
る
情
報
等
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
五
十
四
条
の
三
及
び
第
五
十
四
条
の
四
関
係
）

三

管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ
る
他
の
官
職
へ
の
降
任
等
の
対
象
と
な
る
管
理
監
督
職
に
含
ま
れ
る
官
職
、
管
理
監
督

職
か
ら
除
か
れ
る
官
職
、
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
を
年
齢
六
十
年
と
し
な
い
管
理
監
督
職
及
び
他
の
官
職
へ
の
降
任
等

を
行
う
に
当
た
っ
て
遵
守
す
べ
き
基
準
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
五
十
九
条
の
二
か
ら
第
五
十
九
条
の
五
ま
で
関
係
）

四

管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
又
は
特
定
管
理
監
督
職
群
に
係
る
異
動
期
間
の
延
長
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
由
、
特
定
管

理
監
督
職
群
に
係
る
異
動
期
間
の
延
長
等
を
行
う
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項
、
異
動
期
間
の
延
長
等
に
係
る
隊
員
の
同
意
等

を
定
め
る
こ
と
。
（
第
五
十
九
条
の
六
及
び
第
五
十
九
条
の
八
か
ら
第
五
十
九
条
の
十
四
ま
で
関
係
）

五

特
定
管
理
監
督
職
群
に
属
す
る
管
理
監
督
職
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
五
十
九
条
の
七
関
係
）



六

勤
務
延
長
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
由
、
勤
務
延
長
に
係
る
隊
員
の
同
意
等
に
関
す
る
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。
（
第

五
十
九
条
の
十
五
か
ら
第
五
十
九
条
の
二
十
ま
で
関
係
）

七

国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
自
衛
隊

法
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
に
よ
る
退
職
の
特
例
が
適
用
さ
れ
る
隊
員
に
係
る
定
年
の
段
階
的
な
引
上
げ

等
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
関
係
）情

報
の
提
供
及
び
勤
務
の
意
思
の
確
認
（
以
下
「
情
報
提
供

八

年
齢
六
十
年
に
達
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
に
行
う

等
」
と
い
う
。
）
の
対
象
か
ら
除
く
隊
員
、
情
報
提
供
等
を
行
う
年
度
以
外
の
年
度
に
情
報
提
供
等
を
行
う
隊
員
及
び
情
報

提
供
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
隊
員
並
び
に
情
報
提
供
等
の
内
容
等
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
五
項
か
ら
第
二
十
三

項
ま
で
関
係
）

九

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

こ
の
政
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

十十
一

定
年
前
再
任
用
及
び
勤
務
延
長
に
関
す
る
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
関
係
）

十
二

暫
定
再
任
用
の
対
象
と
な
る
官
職
、
年
齢
等
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
関
係
）



十
三

管
理
職
隊
員
で
あ
っ
た
者
が
暫
定
再
任
用
を
さ
れ
た
場
合
の
防
衛
大
臣
へ
の
事
後
の
再
就
職
の
届
出
に
関
す
る
特
例
を

定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
六
条
関
係
）

こ
の
政
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
七
条
関
係
）

十
四


